
令 和 ３ 年 ９ ⽉ ２ ２ ⽇   

桑 折 町 議 会   
議 ⻑   ⽚   平   秀   雄   様   

  
産 業 厚 ⽣ 常 任 委 員 会   
委 員 ⻑   佐   藤    榮   三   

委 員 会 調 査 報 告 書   

本 委 員 会 に 付 託 さ れ た 調 査 事 件 に つ い て、 調 査 報 告 を 下 記 の と お り、 会 議 規 則 第 ７ ７ 条 の 規 

定 に よ り 報 告 す る。   

記   

1) 調 査 事 件   
空 き 家・ 空 き 店 舗 等 に つ い て   

2) 調 査 ⽬ 的   
地 域 産 業 の さ ら な る 発 展 の た め   

3) 調 査 の 経 過   

令 和 元 年 １ １ ⽉ ５ ⽇   

閉 会 中 の 所 管 事 務 調 査 の 今 後 の 進 め ⽅ に つ い て 協 議・ 検 討 を ⾏っ た。   

令 和 ２ 年 ７ ⽉ ２ ⽇   

調 査 事 件 に つ い て、 ま ち づ く り 推 進 課 ⻑、 商 ⼯ 観 光 推 進 室 ⻑ の 出 席 を 求 め、 空 き 

家・ 空 き 店 舗 対 策 の 現 状 と 今 後 の 対 応 に つ い て、 質 疑 応 答 を ⾏っ た。   

令 和 ２ 年 ７ ⽉ １ ０ ⽇   

調 査 事 件 に つ い て、 「桑 折 ま ち づ く り ネッ ト」 メ ン バー と 意 ⾒ 交 換 会 を ⾏ い、 活 

動 の ⽬ 的、 取 組 み 課 題 等 に つ い て 確 認 し た。   

令 和 ３ 年 ５ ⽉ ２ ０ ⽇   

調 査 事 件 に つ い て、 ま ち づ く り 推 進 課 ⻑、 商 ⼯ 観 光 推 進 室 ⻑ の 出 席 を 求 め、 空 き 

家・ 空 き 店 舗 対 策 の 現 状 と 今 後 の 対 応 に つ い て、 質 疑 応 答 を ⾏っ  た。   

令 和 ３ 年 ７ ⽉ ８ ⽇   

町 内 の 空 き 家 の 利 活 ⽤ に つ い て 現 地 視 察 を ⾏っ た。   

  



  

令 和 ３ 年 ７ ⽉ ２ ６ ⽇   

調 査 事 件 に つ い て、 報 告 書 の 内 容 に つ い て 検 討 を ⾏っ た。   

令 和 ３ 年 ８ ⽉ ２ ７ ⽇   

調 査 事 件 に つ い て、 報 告 書 の 内 容 に つ い て 検 討 を ⾏っ た。   

令 和 ３ 年 ９ ⽉ ９ ⽇   

調 査 事 件 に つ い て、 報 告 書 の 内 容 に つ い て 検 討 を ⾏っ た。   

令 和 ３ 年 ９ ⽉ ２ １ ⽇   

調 査 事 件 に つ い て、 報 告 書 の 内 容 に つ い て 検 討 を ⾏っ た。   

4) 調 査 結 果   

本 町 は、 空 き 家・ 空 き 店 舗 問 題 の 解 決 に 向 け、 専 ⾨ 的 な 物 件 調 査 を 進 め て い る。   

国 ⼟ 交 通 省 住 宅 局 （令 和 元 年 空 き 家 所 有 者 実 態 調 査 報 告 書     令 和 2 年 12 ⽉） は 「近 

年、 空 き 家 の 管 理 不 全 に よ る 地 域 の 防 災 性・ 防 犯 性 の 低 下 や 居 住 環 境 の 悪 化 な ど の 

外 部 不 経 済 （空 き 家 問 題） が 全 国 的 に 社 会 問 題 化 し て い る」 と 述 べ て お り、 本 町 に 

お い て も 更 な る 取 組 が 必 要 で あ る。 本 町 の 空 き 家・ 空 き 店 舗 問 題 の 解 決 に 向 け、 ３ 

つ の 視 点 か ら 調 査 報 告 を す る。   

１ ． 市 街 化 調 整 区 域 内 「空 き 家」 に つ い て   

２ ． 市 街 化 区 域 内 「空 き 家」 「空 き 店 舗」 に つ い て   

３ ． 今 後 の 取 組 に つ い て   

  

1. 市 街 化 調 整 区 域 内 「空 き 家」 に つ い て   

①   市 街 化 区 域 と 調 整 区 域 で は、 空 き 家 を 活 ⽤ す る ⼿ 法 に は ⼤ き な 違 い が あ り 

調 整 区 域 内 の 住 宅 の 利 活 ⽤ に は 個 別 の 協 議 が 必 要 で あ る。 現 在、 本 町 は 県 の 

開 発 許 可 基 準 に 対 応 し て い る が、 近 隣 の 伊 達 市、 福 島 市 で は 独 ⾃ の 基 準 で 対 

応 が 可 能 で あ る。 県 に 対 し、 開 発 許 可 に お い て 近 隣 市 同 様 に 地 域 特 性 を 考 慮 

し た 運 ⽤ が 図 ら れ る よ う 求 め て い く べ き で あ る。   

②   本 町 の 農 業 振 興 の 点 か ら 農 業 に 関 連 し た 利 活 ⽤ の 促 進 を 図 る べ き で あ る。   

2. 市 街 化 区 域 内 「空 き 家」 「空 き 店 舗」 に つ い て   

①   「空 き 家」 に 関 し て、 町 は 「ま ち づ く り」 に 対 す る ⽅ 向 性 を 明 確 に ⽰ し、 

物 件 の 所 有 者 の 意 向 に 寄 り 添 い な が ら、 ⺠ 間 の 活 動 を ⽀ 援 す べ き で あ る。   

  



②   「空 き 店 舗」 に 関 し て、 本 町 の 空 き 店 舗 は 店 舗 付 住 宅 が 多 く、 特 に ⽔ 道 設 

備 （ト イ レ・ 給 湯 室 な ど） の 点 か ら 住 居、 店 舗 の 分 離 が 容 易 で な い。 店 舗 部 

分 の 賃 貸 等 に よ る 活 ⽤ が 難 し い 状 況 に あ る。 空 き 店 舗 付 住 宅 を 住 居 部 分 と 店 

舗 部 分 に 分 離 活 ⽤ で き る よ う 補 助 制 度 の 検 討 が 必 要 で あ る。   

3. 今 後 の 取 組 に つ い て   

①   空 き 家・ 空 き 店 舗 の 実 態 調 査 を 継 続 す る べ き で あ る。 現 在 ま で の 調 査 は 今 

後 の 問 題 解 消、 利 活 ⽤ に 向 け て 有 効 で あ り、 継 続 が 求 め ら れ る。  

②   物 件 の 所 有 者 と 継 続 し た 連 携 が 図 れ る 仕 組 み を 構 築 す る べ き で あ る。 物 件 

の 管 理 不 全 を 防 ぐ こ と は 地 域 の 防 災・ 防 犯 上、 重 要 で あ る。   

③   庁 内 各 課 連 携 に よ る 取 組 を 検 討 す べ き で あ る。 例 と し て、 総 合 政 策 課 と ま 

ち づ く り 推 進 課 の 連 携 に よ る 「移 住 希 望 者 へ の 空 き 家 紹 介」 「空 き 家 紹 介 に 

よ る 移 住 促 進」 な ど が 考 え ら れ る。   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


